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授業料納入方法・時期の変更について（お知らせ） 

 

 日頃より本学の教育研究活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、本学では学生・保証人の皆様へのサービス向上の一環として、平成 28年度より授業

料の納入方法を銀行振込から口座振替に変更し、納入時期も変更いたします。 

 今回の変更により、学生・保証人の皆様には次のようなメリットがございます。 

① 振込の都度、銀行にお出かけいただく必要がなくなります。 

② 振込手数料が不要となります。 

③ 収納時期を 1ヶ月遅らせることにより、余裕をもってご資金の準備を行っていただけま

す。 

詳細は下記のとおりですので、何卒ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  

記 

【平成 28年 3月以前からの在学生】 

  ・28年度前期分は従前通り銀行振込、後期分からは口座振替により授業料を納入いただ

きます。 

    前期分  5月 27日（金）振込期限 

      後期分 11月 28日（月）口座振替 

  ・平成 28年 4月末頃、平成 28年度前期分授業料振込依頼書を送付する際に、 

「預金口座振替依頼書」を同封しますので、必要事項をご記入の上、指定する期日まで

にご提出ください。 

・平成 28年度前期の時点で休学中の学生については、授業料振込依頼書は送付いたしま

せんが、「預金口座振替依頼書」のみ郵送いたします。 

・平成 28年度前期分授業料は、従前どおり銀行振込となります。ただし、納付期限は 

平成 28年 5月 27日とします。 

・授業料免除を申請し、不許可・半額免除・分納許可となった学生については、平成 28

年度前期分は銀行振込、平成 28年度後期分は口座振替を予定しています。振込の期限

日、口座振替の期日等は、免除申請審査結果の送付時に併せてご連絡いたします。 

・口座の残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月に再度振替手続きを行う

予定です。（1回のみ） 

【平成 28年 4月入学者（新入生）】 

  ・平成 28 年度新入生（平成 28 年 4 月入学者）については、前期分より口座振替を予定

しています。例えば、現在学部に在学中で平成 28年 4月より修士課程に進学する場合

は、新入生として前期分より口座振替を行います。入学手続書類に「預金口座振替依

頼書」を同封しますので、入学手続き時（3月中旬）に必ずご提出ください。 

 



授業料納入に関するタイムスケジュール（予定） 

 

時  期 平成 28年 3月以前からの在学生 平成 28年 4月入学者（新入生） 

平成 28年 

2 月～ 

 

3 月中旬 

 

 

4 月下旬 

 

 

 

5 月 27日 

 

6 月 30日 

 

7 月 27日 

 

 

8 月 29日 

 

 9月 27日 

 

 11月 28 日 

 

 

 

12月 27日 

 

平成 29年 

1 月 27日 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度前期分授業料銀行振込依頼書

送付 

「預金口座振替依頼書」も同封 

 

平成 28年度前期分授業料銀行振込期限 

 

「預金口座振替依頼書」提出期限 

 

授業料免除不許可・半額免除の振込期限 

授業料分納の前期第 1 回目振込期限 

 

授業料分納の前期第 2 回目振込期限 

 

授業料分納の前期第 3 回目振込期限 

 

平成 28年度後期分授業料口座振替 

授業料免除不許可・半額免除の口座振替 

授業料分納の後期第 1 回目口座振替 

 

授業料分納の後期第 2 回目口座振替 

 

 

授業料分納の後期第 3 回目口座振替 

 

合格者に対し 

「預金口座振替依頼書」配布 

 

入学手続時 

「預金口座振替依頼書」提出 

 

 

 

 

 

平成 28年度前期分授業料口座振替 

 

 

 

授業料免除不許可・半額免除の口座振替 

授業料分納の前期第 1 回目口座振替 

 

授業料分納の前期第 2 回目口座振替 

 

授業料分納の前期第 3 回目口座振替 

 

平成 28年度後期分授業料口座振替 

授業料免除不許可・半額免除の口座振替 

授業料分納の後期第 1 回目口座振替 

 

授業料分納の後期第 2 回目口座振替 

 

 

授業料分納の後期第 3 回目口座振替 

 

※残高不足により振替ができなかった場合、翌月に再度振替手続きを行う予定ですが、状況

により指定口座への振込を依頼する場合もあります。 

※外国人留学生等、銀行口座を所有していない学生に関しては、銀行振込等による納入も受

け付けます。その場合には「授業料納入方法に関する届出書」を下記よりダウンロードし

てご提出ください。 

>> 授業料納入方法に関する届出書 

【本件お問い合わせ先】                    

戦略企画課経理係 ℡050-5525-2046・2047 

http://www.geidai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/02/20160209Change_of_the-tuition_delivery_form.pdf

